
さいたま市施設修繕契約情報公表要綱  
（趣旨）  

第１条 この要綱は、市（水道局を除く。）が発注する施設修繕契約に

係る指名競争入札等の結果（以下「契約情報」という。）の公表につ

いて必要な事項を定めるものとする。  
（公表の対象等）  

第２条 契約情報の公表の対象となる契約は、契約金額が１００万円

以上の施設修繕契約とする。  
２ 契約情報の公表の内容は、次に掲げる事項とする。  
  所管課  
  件名  
  履行場所  
  契約方法  
  契約の相手方の商号又は名称  
  契約金額  
  履行予定期間 

  備考 

３ 契約情報の公表は、次に掲げる方法により施設修繕契約情報一覧

（様式第１号）を公衆の閲覧に供するものとする。  
  財政局契約管理部契約課に閲覧所を設け閲覧に供するものとす

る。この場合において、閲覧日時は本庁舎の開庁日及び開庁時間内

とする。  
  市のホームページに掲載して閲覧に供するものとする。  

４ 契約情報の公表の時期は、当該施設修繕契約が締結された月を基

準として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める月において、

速やかに公表するものとする。  
  ４月から６月までの間に締結された契約 ７月  
  ７月から９月までの間に締結された契約 １０月  
  １０月から１２月までの間に締結された契約 １月  
  １月から３月までの間に締結された契約 ４月  
（随意契約の結果公表）  



第３条 随意契約の結果公表の対象となる契約は、予定価格が２５０

万円を超える施設修繕契約とする。  
２ 随意契約の結果公表の内容は、次に掲げる事項とする。  
  所管課  
  件名  
  履行場所  
  契約締結日  
  契約の相手方の商号又は名称  
  契約金額  
  随意契約によることとした理由  
  備考  

３ 前条第３項及び第４項の規定は、随意契約の結果公表の方法及び

時期について準用する。この場合において、同条第３項中「施設修繕

契約情報一覧（様式第１号）」とあるのは「施設修繕随意契約結果表

（様式第２号）」と読み替えるものとする。  
 （閲覧の期間）  
第４条 前２条の規定による契約情報等の閲覧の期間は、当該契約情

報等を公表した日の翌日から起算して１年間が経過する日までとす

る。  
（その他）  

第５条 この要綱に定めるもののほか、契約情報の公表について必要

な事項は別に定める。  
   附 則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成２３年６月２８日から施行する。  
 （適用）  
２ この要綱の規定は、平成２３年４月１日以降に締結した施設修繕

の契約について適用する。  
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様式第２号（第３条関係）

公 表 事 項

所 管 課

件 名

履 行 場 所

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契 約 金 額
（ 円 ）

随意契約によること
と し た 理 由

備 考

（注）　単価契約による修繕の場合には契約金額（税込）を上段に、支払い限度額（税込）を
下段の(　)に記載する。

施設修繕随意契約結果表

内　　　　　容　　
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